
 

 

 

 

 

 

近年、数多く分譲されているマンションには、共同住宅としての住まい方、   

日常的な維持・管理、数年から十数年毎の大規模修繕、さらには瑕疵担保責

任など多くの課題があります。 

本セミナーはマンションにお住まいの方やマンションの管理に係わる方々を

対象として、日常的な維持管理から長期修繕計画まで、あるいは管理組合の

総会運営などマンション管理の基礎的な知識を習得していただくものです。 

 

主 催  長崎県、ＮＰＯ法人長崎県マンション管理組合連合会 

一般社団法人長崎県マンション管理士会 

 

◆開催日時・場所 
 ・令和２年 11 月１日（日）13:00～16:00（受付 12:30～） 
 ・長崎県庁１階 大会議室Ａ（長崎市尾上町３−１） 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクを着用してご来場ください。 

会場入口では検温を実施します。 

※公共交通機関をご利用ください。県庁駐車場ご利用の場合は有料となります。 

 

◆内容  ①多機能支援ツール「マンションみらいネット」について（50 分） 

講師：一般社団法人 長崎県マンション管理士会 

      

     ②「大規模改修工事に関するアドバイス事業について」（50 分） 

講師：ＮＰＯ法人長崎県マンション管理組合連合会技術顧問 

元マンション計画修繕協会九州支部長 内田正寛 

 

     ③「マンション関係法等の改正について」（10 分） 

講師：長崎県住宅課 

 

◆対象者  管理組合員（区分所有者）、管理業者、管理士、その他ご関心のある方等 

 

◆参加費  無料 

 

◆申込期限 令和２年 10 月 16 日（金）まで（ただし定員で締切） 

 

◆定員   先着 50 名  ※問合せ先・申込み用紙は裏面 



令和 2 年度マンション管理基礎セミナー参加申込書 

（申込締切：令和 2 年 10 月 16 日（金曜日）） 

※ ご記入頂いた個人情報は、マンションに関する行政施策・調査・案内等以外には使用いたしません。 

セミナー後の個別相談について ・ 希望する    ・ 希望しない 

相談内容 

ｏｒ 

個別相談の内容 

 

※個別相談は、お一人様１０分程度となりますので、内容をできるだけ詳しく書いていただけると助かります。 

 ※ 必要事項をご記入の上、下記あて、E-mail・FAX・郵送のいずれかでお申し込みください 

 郵送の場合は令和 2 年 10 月 16 日（金曜日）必着でお願いいたします 

※公共交通機関をご利用ください。県庁駐車場ご利用の場合は有料となります。 

 

本セミナーの申し込み先 〒850-8570 長崎市尾上町 3 番 1 号  
 長崎県住宅課 あて 
 ＦＡＸ：095-894-3464  
 E-mail：sumai-doboku@pref.nagasaki.lg.jp 

お問い合わせは 長崎県土木部住宅課ＴＥＬ：095-894-3104 

日時・場所 
令和２年 11 月１日（日）13：00～16：00 

長崎県庁舎１階 大会議室Ａ 

対象区分 

いずれかに☑し、記

載を行ってください 

□ 管理組合員 

又は区分所有者 

（マンション名： 

管理組合の有無 

 

□有  □無 

） 

 

□ 管理業者 （会社名：  ） 

□ マンション管理士 

□ そ の 他 （  ） 

申 込 者 

（代表者） 

 

住  所 ： 

〒 

 

（※ 高層表示の場合、部屋番号までご記入ください） 

氏  名 ：  

電  話 ：  

ＦＡＸ：  

Ｅ－ｍａｉｌ：ｌ :  

参加希望者名 

（複数可） 

  

  

マンション管理についてご質問があれば自由にご記入ください 
※ 講演テーマに関係のない質問でもかまいません。頂いた質問は当日の講演や今後の講演テーマの参考とさせていただきます。 

 


